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１．通知手続きの概要 

（１）通知の意義 

株式等振替制度において、振替投資信託受益権（ETF）を発行する発行者（以下「発行者」という。）が振替投

資信託受益権の発行、投資信託約款の変更、その他規則で定める事項について決定等を行う場合には、当機

構が、発行者からの通知に基づき、当該決定事項に伴う受益者の権利の発生、移転、消滅を振替口座簿に記録

するために必要となる処理を行っています。 

振替投資信託受益権に係る受益者の権利が適切に記録されるためには、発行者からの決定事項等に関する

当機構への通知が必要不可欠であることから、発行者は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「振替法」と

いう。）及び株式等の振替に関する業務規程等において、当該通知が義務付けられています。 

発行者においては、通知の意義・重要性について十分に認識し、適時適切な通知を行うことが求められます。 
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（２）通知対象となる決定事項等 

発行者は、次の事項について決定した場合又は事象が生じた場合には、当機構に対して、Target ほふりサイト

（※１）により、その内容を速やかに通知しなければなりません。 

また、当機構に対して通知した事項について変更若しくは訂正又は取消すべき事情が生じた場合には、その

内容を通知しなければなりません。 

具体的な通知手続きの方法については、「第２章 通知手続きの内容」を参照してください。 

 

 振替投資信託受益権（ETF）の新規発行 

 発行者の業務の廃止若しくは合併又は投資信託契約に係る事業譲渡の決定 

 投資信託受益権の併合又は分割 

 信託の併合（ETF） 

 投資信託約款の変更 

 議決権を行使することができる受益者を確定させるための日の設定 

 届出事項の変更 

 発行者の商号の変更 

 計算期間終了日の変更 

 受託会社の変更 

 売買単位の変更 

 販売会社の追加又は指定取消し 

 情報取扱責任者・機構との連絡担当部署の変更 

 上場する金融商品取引所の追加又は一部廃止 

 受益者名簿管理人の変更 

 調整投資信託受益権口数（発行者分）の記録先口座の変更 

 銘柄名称の変更 

 上場廃止の原因となる事実の発生等（ETF） 

 振替投資信託受益権に関する権利等に係る重要な事項についての決定等 

 総受益者通知の請求 

 通知事項の変更・訂正 

 通知事項の取消し 

 

（※１）発行者と当機構との間で情報を授受するためのサイト。発行者による通知手続きは、当該サイトに必要書 

類を提出する方法により行います。 
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  通知手続きの流れ 

 当機構への通知手続きは、以下の流れで行います。 
 本ガイドブックの該当のページをご参照のうえ、適時適切な通知手続きを行ってください。 

 

 

 

① 提出書類の書式の取得

■当機構のホームページから、提出書類の書式を

取得します。

（https://www.jasdec.com/procedure/etf-
issuer/decision/05/index.html）

② 提出書類の作成

■提出書類の書式に必要事項を記載します。

■提出書類の記載方法については、書式内の

「記載上の注意事項」を参照してください。

③ Targetほふりサイトへの提出

■Targetほふりサイトに書類を提出します。

■Targetほふりサイトへの書類の提出方法については、

本ガイドブックの 「第３章 Targetほふりサイトへの書類

提出方法」を参照 してください。
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１．振替投資信託受益権（ＥＴＦ）の新規発行 

振替投資信託受益権（ETF）の発行について決定した場合（追加設定の場合を除く。）には、以下の書類を

Target ほふりサイトに提出してください。 

 

提出書類 書式番号 提出時期 

振替投資信託受益権（ETF）の新規発行 ST97-67 

金融商品取引所から上場承認が公

表された日 
投資信託約款（PDF ファイル） - 

銘柄情報通知フォーマット（※１） ST06-02 

（※１）振替投資信託受益権（ETF）の新規発行について決定した際に、信託の元本の額及び振替投資信託

受益権の総口数が決定していない場合には、決定後速やかに、本書類を再度提出してください。 

 

 

２．発行者の業務の廃止若しくは合併又は投資信託契約に係る事業譲渡の決定 

発行者の業務の廃止若しくは合併又は投資信託契約に係る事業譲渡について決定した場合には、以下の書

類を Target ほふりサイトに提出してください。 

なお、本通知事項の決定は、投資信託約款の変更を伴うため、併せて、「５．投資信託約款の変更」の通知手

続きを行う必要があります。 

 

提出書類 書式番号 提出時期 

発行者の業務の廃止若しくは合併又は投資信託

契約に係る事業譲渡の決定 
ST97-68 

適時開示後、速やかに 
当該決定内容の詳細がわかるもの 

（開示資料等）（PDF ファイル） 
- 
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３．振替投資信託受益権の併合又は分割 

振替投資信託受益権の併合又は分割について決定した場合には、以下の書類を Target ほふりサイトに提出

してください。 

 

提出書類 書式番号 提出時期 

振替投資信託受益権の併合又は分割 ST97-69 適時開示後、速やかに 

 

 

４．信託の併合（ＥＴＦ） 

信託の併合について決定した場合には、従前の信託の受益権の発行者（振替投資信託受益権の発行者に

限る。）は、以下の書類を Target ほふりサイトに提出してください。 

なお、新たな信託の受益権の発行者は、信託の併合に際して振替投資信託受益権を交付する場合には、従 

前の信託の受益権が振替投資信託受益権であるか否かにかかわらず、別途、「１.振替投資信託受益権（ETF）

の新規発行」の通知手続きを行う必要があります。 

 

提出書類 書式番号 提出時期 

信託の併合（ETF） ST97-71 決定後（適時開示を行う場合にはそ

の後）、速やかに 銘柄情報通知フォーマット（※１）（※２） ST06-02 

（※１）信託の併合に際して、従前の信託の受益者に振替投資信託受益権が交付される場合のみ提出してく

ださい。 

（※２）新たな信託の振替投資信託受益権に係る内容を記載してください。信託の併合について決定した際に、

銘柄コード及び信託の元本の額、振替投資信託受益権の総口数が決定していない場合には、決定後

速やかに、本書類を再度提出してください。 
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５．投資信託約款の変更 

投資信託約款の変更について決定した場合には、以下の書類を Target ほふりサイトに提出してください。 

 

提出書類 書式番号 提出時期 

投資信託約款の変更 ST97-60 

決定後（適時開示を行う場合にはそ

の後）、速やかに 
変更後の投資信託約款（PDF ファイル） - 

銘柄情報通知フォーマット（※１） ST06-02 

（※１）当機構に通知した銘柄情報に変更がある場合のみ、提出してください。 

 

 

６．議決権を行使することができる受益者を確定させるための日の設定 

議決権を行使することができる受益者を確定させるための日の設定を決定した場合（振替投資信託受益権 

に係る基準日である場合に限る。）には、以下の書類を Target ほふりサイトに提出してください。 

 

提出書類 書式番号 提出時期 

議決権を行使することができる受益者を確定させる

ための日の設定 
ST97-70 決定後（適時開示を行う場合にはそ

の後）、速やかに 
法定公告資料（PDF ファイル）（※１） - 

（※１）当該事項に関する適時開示を行わない場合のみ提出してください。 
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７．届出事項の変更 

当機構に届け出ている事項について、下表の（１）～（10）に該当する事項が生じる場合には、以下の書類を

Target ほふりサイトに提出してください。 

 
 変更内容 提出書類 書式番号 提出時期 

（１） 
発行者の商号の変更（※

１） 
法人情報届出書（※２） CMN-B01 決定後、速やかに 

（２） 
計算期間終了日の変更

（※１） 

届出事項変更（計算期間

終了日の変更） 
ST97-61-01 適時開示後、速やかに 

（３） 受託会社の変更 
届出事項変更（受託会社

の変更） 
ST97-61-02 

決定後（適時開示を行

う場合にはその後）、速

やかに 

（４） 売買単位の変更 
届出事項変更（売買単位

の変更） 
ST97-61-03 適時開示後、速やかに 

（５） 
販売会社の追加又は指定

取消し 

届出事項変更（販売会社

の追加又は指定取消し） 
ST97-61-04 

決定後、速やかに 

（６） 
情報取扱責任者・機構と

の連絡担当部署の変更 

業務責任者及び業務担当

者等届出書（※２） 
CMN-B05 

（７） 
上場する金融商品取引所

の追加又は一部廃止 

届出事項変更（上場する

金融商品取引所の追加又

は一部廃止） 

ST97-61-05 
上場日又は上場廃止

日の決定後、速やかに 

（８） 受益者名簿管理人の変更 
届出事項変更（受益者名

簿管理人の変更） 
ST97-61-06 

決定後（適時開示を行

う場合にはその後）、速

やかに 

（９） 

調整投資信託受益権口数

（発行者分）の記録先口座

の変更 

届出事項変更（調整投資

信託受益権口数（発行者

分）の記録先口座の変更） 

ST97-61-07 決定後、速やかに 

（10） 銘柄名称の変更（※１） 
届出事項変更（銘柄名の

変更） 
ST97-61-08 適時開示後、速やかに 

（※１）本通知事項の決定は、投資信託約款の変更を伴うため、併せて、「５．投資信託約款の変更」の通知手

続きを行う必要があります。 

（※２）Target ほふりサイトに提出するにあたっては、トップ画面で「書類を提出する」メニューを選択し、制度参

加者関連の「提出」ボタンをクリックし、通知事項１は「共通事項に係る変更届出書 」を選択してください。  
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８．上場廃止の原因となる事実の発生等（ＥＴＦ） 

上場廃止（※１）の原因となる事実が発生した場合には、以下の書類を Target ほふりサイトに提出してくださ

い。 

 

（※１）「２．発行者の業務の廃止若しくは合併又は投資信託契約に係る事業譲渡の決定」及び「４．信託の併

合」による上場廃止は除く。 

 

提出書類 書式番号 提出時期 

上場廃止の原因となる事実の発生等（ETF） ST97-72 適時開示後、速やかに 

 

 

９．振替投資信託受益権に関する権利等に係る重要な事項についての決定等 

振替投資信託受益権に関する権利等に係る重要な事項についての決定等をした場合（「１．振替投資信託受

益権（ＥＴＦ）の新規発行」から「８．上場廃止の原因となる事実の発生等（ＥＴＦ）」までに掲げる場合によるものを

除く）には、以下の書類を Target ほふりサイトに提出してください。 

 

提出書類 書式番号 提出時期 

振替投資信託受益権に関する権利等に係る重要

な事項についての決定等 
ST97-62 

決定後（適時開示を行う場合にはそ

の後）、速やかに 当該決定内容の詳細がわかるもの 

（開示資料等）（PDF ファイル） 
- 
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１０．総受益者通知の請求 

株式等の振替に関する業務規程第 283条の７の２第１項の規定に基づき（※１）、投資信託受益権（ETF）の発

行者が定める受益者確定日の受益者についての総受益者通知を請求するとき（※２）は、以下の書類を Target

ほふりサイトに提出してください。 

 

（※１）発行者は、投資信託約款において定められた事由が生じた場合には、当機構に対して総受益者通知

請求を行うことができます。 

（※２）当該総受益者通知請求については、当機構に対する総株主通知等手数料の支払いが必要となりま

す。 

    詳しくは、「株式等振替制度に係る手数料に関する規則」 

    （https://www.jasdec.com/assets/download/ds/tesuryo_kisoku.pdf）を参照してください。 

 

提出書類 書式番号 提出時期 

総受益者通知請求書 ST80-07 
受益者確定日の前営業日から起算し

て 7 営業日前の 16 時まで（※１） 

（※１）受益者確定日が休日の場合には、当該休日の前営業日が実質の受益者確定日となりますので、実質

の受益者確定日の前営業日から起算して 7 営業日前の 16 時までにご提出ください。 

 

 

１１．通知事項の変更・訂正 

当機構への書類の提出を行った後に、通知した内容に変更又は訂正すべき事情が生じた場合には、以下の

書類を Target ほふりサイトに提出してください。 

 

提出書類 書式番号 提出時期 

通知事項の変更・訂正 ST97-65 
決定後（適時開示を行う場合にはそ

の後）、速やかに 

 

 

１２．通知事項の取消し 

当機構への書類の提出を行った後に、通知した内容を取消すべき事情が生じた場合には、以下の書類を

Target ほふりサイトに提出してください。 

 

提出書類 書式番号 提出時期 

通知事項の取消し ST97-66 
決定後（適時開示を行う場合にはそ

の後）、速やかに 
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１．書類提出の方法  

 

（１）Target ほふりサイトへのログイン 

Target ほふりサイト（https://portal.arrowfront.jp/target/x/jsdlcs/webportal/top.html）にアクセスし、ユーザ 

ID 及びパスワードを入力し、ログインしてください。 

 

 

 
 
  

ユーザ ID 及びパスワード

を入力し、「ログイン」ボタ

ンをクリックしてください。 

ユーザ ID やパスワードが分からなくなってしま

った場合や、ログインしようとするとエラーメッセ

ージが出る場合には、「その他の質問」を確認

してください。 

○Target ほふりサイトの基本的な操作方法及び Target ID に係るお問い合わせ 

 ＜Target サポートデスク：0570-050-999＞（9:00～17:30（土日祝祭日を除く）） 

 （PHS 又は IP 電話の場合：03-3570-6065） 
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（２）提出書類の選択 

メニューの「書類を提出する」タブをクリックしてください。 

 
 

 

該当する書類名の右側にある「提出」ボタンをクリックしてください。 

 
 

  

該当する書類名については、提出書類の書式内の

「（提出方法）」欄を確認してください。 

所定の書式がなく、開示資料等を提出する場合に

は、本ガイドブックの「第２章 通知手続きの内容」を

確認してください。 
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（３）提出書類の登録 

通知事項をプルダウンから選択し、提出書類（PDFファイル等）を添付したうえで、「確認」ボタンをクリックして 

ください。 

 

 

 

  

提出書類を添付して

ください。 

ほふりアセットマネジメント株式会社 

選択する「通知事項」及び「（その他通知事項）」欄に記

載する内容については、提出書類の書式内の「（提出

方法）」欄を確認してください。 

所定の書式がなく、開示資料等を提出する場合には、

本ガイドブックの「第２章 通知手続きの内容」を確認し

てください。 

通知事項を選択し、提出

する書類を添付したら、

「確認」ボタンをクリックし

てください。 

※まだ提出は完了してい

ません。 

通知事項を選択し

てください。最大 3

件まで通知すること

ができます。 
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（４）提出書類の確認 

通知内容を確認し、問題がなければ「登録」ボタンをクリックしてください。 

 

 

（５）書類の提出完了  

以下の手続き完了画面が表示されたら、提出完了です。 

 

ほふりアセットマネジメント株式会社
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（６）提出状態の確認 

Target ほふりサイトのトップページで、提出書類の状態を確認できます。 

提出済書類の状態が「受理」になれば、当機構への通知手続きは完了です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当機構に書類を提出すると「提出」状態で表示されます。 

当機構で書類の内容を確認している際は、「手続中」の状態にな

り、確認が完了すると「受理」の状態になります。 

 

 

 

 

 

当機構に未提出の書類が表示されます。 

作成中の書類は「一時保存」状態として表示されます。 

当機構に提出した書類で、不備等があり差し戻された場合には

「差戻し」状態として表示されます。 
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２．書類再提出の方法 

提出された書類に不備等があった場合には、提出された書類を差戻しいたします。 

Target ほふりサイトのトップページ「未提出書類」欄に表示された当該書類のタイトルをクリックし、内容を修

正のうえ、再度提出してください。 

 

 
 

書類のタイトルをクリックしてください。 

内容を修正のうえ、再度提出してください。 
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